
Inform
ation

暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

　
引
っ
越
し
な
ど
で
住
所
が
変
わ
る
時

は
、
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
の
人
が
市

民
課（
市
役
所
1
階
）、
下
総
・
大
栄
支

所
、
市
民
課
赤
坂
分
室
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

　
代
理
人
が
届
け
出
を
行
う
場
合
は
委

任
状
が
必
要
で
す
。
住
所
が
変
わ
る
人

の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
異
動
日
、

新
・
旧
住
所
、
新
・
旧
世
帯
主
氏
名
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
に
来
た
人
の
本
人
確
認
の
た

め
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
住
所
が
変
わ
る

人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
写
真
付

き
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
も

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
外
国
籍
の
人

は
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書

（
旧
外
国
人
登
録
証
明
書
）が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
市
民
課
で
は
、
毎
週
日
曜
日

も
各
種
届
け
出
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
た
転
出
の

届
け
出

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

る
人
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
転
出

の
届
け
出
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
デ
ジ

タ
ル
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w

 

w
.digital.go.jp/policies/m

ovin 

g_onestop_service

）で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1�

5�

2�

5
）へ
。

駅
前
放
置
自
転
車

安
全
に
通
行
す
る
た
め
に

　
11
月
30
日
㈭
ま
で
駅
前
放
置
自
転
車

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
、

啓
発
活
動
や
放
置
自
転
車
な
ど
の
撤
去

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
放
置
さ
れ
た
自
転
車
は
道
幅
を
狭
め

た
り
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
を
隠
し
た
り
し

て
、
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど

の
安
全
な
通
行
を
妨
げ
ま
す
。
ま
た
、

災
害
時
の
消
火
・
救
助
活
動
や
避
難
の

障
害
に
も
な
り
ま
す
。

　
短
時
間
で
も
、
公
共
の
場
所
に
自
転

車
を
置
い
て
離
れ
る
場
合
は
、
放
置
自

転
車
と
な
る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

介
護
版
な
り
た
手
当

支
援
を
行
い
ま
す

　
市
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で

中
心
的
役
割
を
担
う
介
護
職
員
を
支
援

す
る
た
め
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
を

対
象
に
、
介
護
版
な
り
た
手
当
を
支
給

し
ま
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（htt 

ps://w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

kenko_fukushi/page0131_000 

49.htm
l

）で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
高
齢
者
福
祉
課（
☎

20
‐
1
5
3
7
）へ
。

市
立
学
校
の
教
科
書

令
和
6
年
度
分
が
決
定

　
市
立
学
校
で
使
用
す
る
教
科
書
に
つ

い
て
、
中
学
校
で
は
令
和
5
年
度
と
同

じ
物
を
使
用
し
ま
す
。
小
学
校
は
次
の

教
科
書
に
決
ま
り
ま
し
た
。

種
目
と
発
行
者
＝
国
語
・
教
育
出
版
、

書
写
・
教
育
出
版
、
社
会
・
東
京
書

籍
、
地
図
・
帝
国
書
院
、
算
数
・
啓

林
館
、
理
科
・
大
日
本
図
書
、
生

活
・
大
日
本
図
書
、
音
楽
・
教
育
芸

術
社
、
図
画
工
作
・
開
隆
堂
出
版
、

家
庭
・
開
隆
堂
出
版
、
保
健
・
東
京

書
籍
、
道
徳
・
教
育
出
版
、
英
語
・

教
育
出
版

　
ま
た
、
小
中
・
義
務
教
育
学
校
の
特

別
支
援
学
級
で
、
一
人
一
人
の
障
が
い

の
状
況
に
応
じ
て
教
科
書
と
し
て
使
用

で
き
る
一
般
図
書
は
、
県
教
育
委
員
会

の
候
補
図
書
の
中
か
ら
1
2
2
冊
が
選

ば
れ
ま
し
た
。

※
く
わ
し
く
は
学
務
課（
☎
20
‐
1�

5�

8�

1
）へ
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

休
止
し
ま
す

　
機
器
点
検
の
た
め
、
10
月
20
日
㈮
午

後
5
時
30
分
〜
22
日
㈰
午
前
6
時
30
分

は
、
住
民
票
や
戸
籍
謄（
抄
）本
な
ど
の

証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

休
止
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1�

5�
2�
5
）へ
。

全
国
労
働
衛
生
週
間

職
場
環
境
を
見
直
そ
う

　
毎
年
10
月
1
日
〜
7
日
は
全
国
労
働

衛
生
週
間
で
す
。

　
労
働
者
の
健
康
管
理
や
職
場
環
境
の

改
善
な
ど
を
行
い
、
職
場
の
労
働
衛
生

意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
千
葉
労
働
局
健
康
安
全

課（
☎
0
4
3
‐
2
2
1
‐
4
3
1�

2
）へ
。

安
全
で
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
旬
間

犯
罪
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
毎
年
10
月
11
日
〜
20
日
は
安
全
で
安

心
な
ま
ち
づ
く
り
旬
間
で
す
。
現
在
、

自
主
防
犯
活
動
な
ど
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
人
の
流
れ
が
活
発

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
伴
い
、
犯
罪
発

生
件
数
が
急
増
し
て
い
ま
す
。
特
に
高

齢
者
を
狙
っ
た
「
電
話
de
詐
欺
」
や
自

動
車
盗
難
な
ど
が
増
加
し
て
い
ま
す
の

で
一
人
一
人
が
防
犯
意
識
を
高
め
、
被

害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
警
察
署（
☎
27
‐

0
1
1
0
）へ
。

転
入
・
転
出
・
転
居

住
所
が
変
わ
っ
た
ら
手
続
き
を
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

け
な
い
循
環
型
社
会
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

す
。「
買
い
物
に
マ
イ
バ
ッ
グ
を
持
参

す
る
」「
詰
め
替
え
容
器
に
入
っ
た
製
品

を
選
ぶ
」
な
ど
環
境
に
優
し
い
生
活
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

不
正
軽
油

製
造
・
販
売
・
使
用
は
犯
罪
で
す

　
不
正
軽
油
の
製
造
・
販
売
・
使
用
は
、

軽
油
引
取
税
の
脱
税
だ
け
で
な
く
、
市

民
の
健
康
や
地
域
の
環
境
に
悪
影
響
を

与
え
る
悪
質
な
犯
罪
行
為
で
す
。

　
不
正
軽
油
の
流
通
を
防
止
す
る
た
め

「
買
わ
な
い
」「
売
ら
な
い
」「
使
わ
な
い
」

を
合
言
葉
に
、
販
売
や
使
用
の
防
止
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
4
8
3
‐
1
1
1
6
）へ
。

医
療
費
通
知

10
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す

　
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
に
、
世
帯
主
宛
て
で
、
10
月

下
旬
に
医
療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
1
〜
7
月
に
国
民
健
康
保

険
で
受
診
し
た
医
療
費
の
総
額
と
窓
口

負
担
額
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

　
医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
の
際
に

医
療
費
控
除
の
添
付
資
料
と
し
て
使
用

で
き
ま
す
。
な
お
、
自
由
診
療
な
ど
の

医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
な
い
医
療
費

や
、
通
知
の
発
送
が
確
定
申
告
の
時
期

に
間
に
合
わ
な
い
11
・
12
月
受
診
分
に

つ
い
て
は
、
領
収
書
を
必
ず
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

不
動
ケ
岡

土
地
区
画
整
理
事
業

計
画
案
を
縦
覧

　
不
動
ケ
岡
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ

い
て
、
事
業
計
画
案
の
縦
覧
と
意
見
書

の
提
出
が
で
き
ま
す
。

期
間
＝
10
月
12
日
㈭
〜
25
日
㈬

縦
覧
場
所
＝
市
街
地
整
備
課（
市
役
所

5
階
。
土
・
日
曜
日
は
休
日
夜
間
受

付（
市
役
所
地
下
1
階
））

意
見
書
を
提
出
で
き
る
人
＝
利
害
関
係

者
意
見
書
の
提
出
方
法
＝
10
月
12
日
㈭
〜

11
月
8
日
㈬（
当
日
消
印
有
効
）に
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
意
見
を
直

接
ま
た
は
郵
送
で
県
市
街
地
整
備
課

（
〒
2
6 

0
‐
8
6
6
7 

千
葉
市
中

央
区
市
場
町
1
‐
1
）へ

※
く
わ
し
く
は
市
街
地
整
備
課（
☎
20
‐

1
5
6
1
）へ
。

し
尿
の
く
み
取
り
手
数
料

口
座
振
替
が
便
利
で
確
実

　
し
尿
の
く
み
取
り
手
数
料
の
支
払
い

は
、
便
利
な
口
座
振
替
の
利
用
を
お
勧

め
し
て
い
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
納
入

通
知
書
・
預
金
通
帳
・
届
け
出
印
を

持
っ
て
、
指
定
金
融
機
関
や
郵
便
局
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
利
用
の
際
は
振
替
時
の
残
高

不
足
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
時
は
連
絡
を

　
初
め
て
く
み
取
り
を
依
頼
す
る
時
や

引
っ
越
し
な
ど
で
く
み
取
り
が
必
要
・

不
要
に
な
っ
た
時
、
預
金
者
の
名
義
や

金
融
機
関
、
世
帯
主
を
変
更
し
た
時
な

ど
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐
1 

5
3 

1
）

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

農
業
者
年
金

加
入
し
ま
せ
ん
か

　
農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
の
老
後
所

得
の
充
実
を
図
る
た
め
の
公
的
年
金
制

度
で
す
。

　
自
分
で
積
み
立
て
た
保
険
料
と
、
そ

の
運
用
益
に
よ
っ
て
年
金
額
が
決
ま
る

積
み
立
て
方
式
で
、
支
払
っ
た
保
険
料

の
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

対
象
＝
20
〜
59
歳
の
国
民
年
金
の
第
1

号
被
保
険
者
で
、
年
間
60
日
以
上
農

業
に
従
事
し
て
い
る
人

保
険
料（
月
額
）＝
2
万
円
〜
6
万
7
、

0
0
0
円（
35
歳
未
満
の
人
は
1
万

円
か
ら
加
入
で
き
ま
す
）

※
く
わ
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局

（
☎
20
‐
1
5
7
3
）へ
。

イ
ノ
シ
シ
対
策

一
斉
刈
払
い
月
間

被
害
を
減
ら
す
た
め
に

　
毎
年
10
月
は
イ
ノ
シ
シ
対
策
一
斉
刈

払
い
月
間
で
す
。
耕
作
放
棄
地
は
イ
ノ

シ
シ
の
す
み
か
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
た

め
、
定
期
的
に
草
刈
り
を
行
う
な
ど
、

適
切
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
県
印
旛
農
業
事
務
所
企

画
振
興
課（
☎
0
4
3
‐
4
8
3
‐
1�

1
2
9
）へ
。

3
R
推
進
月
間

循
環
型
社
会
を
目
指
し
て

　
3
R（
ス
リ
ー
ア
ー
ル
）と
は
、
ご
み
を

減
ら
す
「R

リ
デ
ュ
ー
ス

educe

」、
使
え
る
物
を

再
使
用
す
る
「R

リ
ユ
ー
ス

euse

」、
資
源
を
再

生
利
用
す
る
「R

リ
サ
イ
ク
ル

ecycle

」
の
頭
文
字

を
取
っ
た
言
葉
で
、
環
境
に
負
担
を
か

定例市議会で（1日）

9月1日㈮〜15日㈮

市長日誌
市長日誌は市ホームページでも公開しています

ハロウィンジャンボ宝くじ
　10月20日㈮までハロウィンジャン
ボ宝くじ・ハロウィンジャンボミニが
販売されています。
　宝くじの収益金は、市町村のまちづ
くりに使われます。近くの宝くじ売り場
で購入してください。なお、令和4年度
は1,366万円が本市に交付されました。

1日 9月定例市議会開会（〜27日）
全員協議会

2日 スポーツ協会指導者研修会
3日 御待夜祭
5日 市議会一般質問（〜8日）
9日 印旛郡市社会教育振興大会

千葉ロッテマリーンズ ALL FOR CHIBA
10日 成田地区敬老会
11日 建設水道常任委員会
12日 空港対策特別委員会

教育民生常任委員会
14日 総務常任委員会

わんぱく相撲全国大会出場激励会

広報なりた 2023.10.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2023.10.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です15



暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

有
効
）ま
で
に
請
求
書
・
領
収
書
・ 

提

供
証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
を
直
接

ま
た
は
郵
送
で
保
育
課（
〒
2 

8
6
‐ 

8
5
8
5 

花
崎
町
7
6 

0
）へ
。
窓

口
で
申
請
す
る
場
合
は
印
鑑
を
持
っ

て
き
て
く
だ
さ
い

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
6
0�

7
）へ
。

ご
み
減
量
器
具

設
置
費
補
助
金

購
入
前
に
申
請
を

　
市
で
は
、
ご
み
減
量
器
具
を
購
入
す

る
人
に
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

交
付
を
受
け
る
に
は
、
購
入
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。

補
助
額
＝
購
入
額
の
2
分
の
1（
1 
0 

0
円
未
満
の
端
数
切
り
捨
て
）。
上

限
は
生
ご
み
処
理
容
器
1
、
5
0
0

円
・
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
5
、
0
0
0

円
・
機
械
式
生
ご
み
処
理
機
5
万
円

（
騒
音
地
域
は
補
助
額
が
割
り
増
し

さ
れ
ま
す
）

申
請
・
購
入
方
法
＝
ク
リ
ー
ン
推
進
課

（
市
役
所
5
階
）ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.city.nar 

ita.chiba.jp/kurashi/page11 
5800.htm

l

）に
あ
る
申
込
書
を
直

接
ま
た
は
郵
送
で
ク
リ
ー
ン
推
進
課

（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花
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不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

専
門
家
が
応
じ
ま
す

日
時
＝
10
月
11
日
㈬ 
午
前
10
時
〜
午

後
4
時

会
場
＝
市
役
所
1
階
ロ
ビ
ー

内
容
＝
不
動
産
の
価
格
・
賃
料
・
権
利

関
係
な
ど

※
相
談
を
希
望
す
る
人
は
当
日
直
接
会

場
へ
。
く
わ
し
く
は
千
葉
県
不
動
産

鑑
定
士
協
会（
☎
0
4
3
‐
2
2
2
‐

5
7
9
5
）へ
。

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

利
用
料
の
一
部
を
支
給

　
市
で
は
、
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
や

認
可
外
保
育
施
設
な
ど
を
利
用
し
「
保

育
の
必
要
性
の
認
定
」
を
受
け
て
い
る

児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
利
用
料
の
一

部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
利
用
料
＝
7
〜
9
月
分
の

利
用
料

請
求
書
配
布
場
所
＝
保
育
課（
市
役
所

2
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https: 

//w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

kosodate/page0135_00008.
htm
l

）

申
請
方
法
＝
10
月
31
日
㈫（
当
日
消
印

6 

0
）へ
。
後
日
郵
送
さ
れ
る
購
入

券
を
持
っ
て
市
の
認
定
を
受
け
た
販

売
店
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

10
月
1
日
は
浄
化
槽
の
日

定
期
的
な
点
検
・
清
掃
を

　
浄
化
槽
を
正
常
に
機
能
さ
せ
る
た
め

に
は
維
持
管
理
が
大
切
で
す
。
浄
化
槽

を
使
用
し
て
い
る
人
に
は
、
次
の
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◦
保
守
点
検
…
装
置
の
調
整
や
消
毒
剤

の
補
充
な
ど
、
浄
化
槽
を
正
常
に
機

能
さ
せ
る
た
め
の
専
門
業
者
に
よ
る

点
検（
年
3
回
以
上
）

◦
清
掃
…
槽
内
の
ご
み
や
汚
泥
を
取
り

除
く
た
め
の
市
の
浄
化
槽
清
掃
許
可

業
者
に
よ
る
清
掃（
年
1
回
以
上
）

◦
法
定
検
査
…
正
常
に
機
能
し
て
い
る

か
を
確
認
す
る
た
め
の
県
浄
化
槽
検

査
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
検
査（
年
1
回
）

合
併
処
理
浄
化
槽
の
費
用
を
補
助

　
市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置

費
用
と
維
持
管
理
費
用
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す
。
補
助
を
受
け
る
に
は
条

件
が
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

印
旛
沼
浄
化
推
進
運
動
月
間

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

　
毎
年
10
月
は
印
旛
沼
浄
化
推
進
運
動

月
間
で
す
。
皆
さ
ん
も
家
庭
で
で
き
る

浄
化
対
策
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

◦
調
理
く
ず
な
ど
を
流
さ
な
い
よ
う
、

水
切
り
袋
や
三
角
コ
ー
ナ
ー
を
使
う

◦
食
器
や
鍋
は
、
油
汚
れ
を
布
・
紙
な

ど
で
拭
き
取
っ
て
か
ら
洗
う

◦
風
呂
の
残
り
湯
は
、
洗
濯
や
植
木
の

水
ま
き
な
ど
に
再
利
用
す
る

◦
せ
っ
け
ん
や
洗
剤
を
使
い
過
ぎ
な
い

◦
台
所
や
風
呂
な
ど
の
生
活
雑
排
水
が

川
な
ど
に
そ
の
ま
ま
流
れ
な
い
よ
う
、

く
み
取
り
や
単
独
処
理
浄
化
槽
は
、

早
め
に
合
併
処
理
浄
化
槽
な
ど
に
切

り
替
え
る

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

行
政
相
談
週
間

気
軽
に
意
見
や
要
望
な
ど
を

　
10
月
16
日
㈪
〜
22
日
㈰
は
行
政
相
談

週
間
で
す
。
国
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
行

政
相
談
委
員
が
、
国
の
行
政
機
関
な
ど

の
仕
事
に
つ
い
て
意
見
や
要
望
を
聴
き
、

そ
の
解
決
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

　
市
で
は
毎
月
、
行
政
相
談
委
員
と
人

権
擁
護
委
員
に
よ
る
「
も
め
ご
と
・
な

や
み
ご
と
・
苦
情
相
談
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
秘
密
厳
守
で
応
じ
ま
す
の
で

気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
日
程
な

ど
は
「
困
り
ご
と
・
悩
み
ご
と
相
談

室
」（
17
ペ
ー
ジ
）で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課
市
民
相
談

室（
☎
20
‐
1
5
0
7
）へ
。

修
学
資
金
の
貸
し
付
け

看
護
師
な
ど
を
目
指
す
人
に

　
市
で
は
、
看
護
学
校
な
ど
に
在
学
し
、

卒
業
後
は
市
内
の
病
院
に
看
護
師
な
ど

と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
人
に
、
修

学
資
金
を
貸
し
付
け
ま
す
。
卒
業
後
、

市
内
の
病
院
で
勤
務
し
た
期
間
に
応
じ

て
、
貸
付
金
の
返
済
が
全
部
ま
た
は
一

部
免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象
＝
看
護
学
校
な
ど
に
在
学
し
、
卒

業
後
、
正
規
の
修
学
年
数
以
上
、
市

内
の
病
院
に
看
護
師
な
ど
と
し
て
勤

務
し
よ
う
と
す
る
人

貸
付
期
間
＝
申
請
が
あ
っ
た
日
の
属
す

る
月
か
ら
看
護
学
校
な
ど
を
卒
業
す

る
月
ま
で

貸
付
額（
月
額
）＝
上
限
5
万
円

※
く
わ
し
く
は
健
康
増
進
課（
☎
27
‐

1
1
1
1
）へ
。
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